
議案第59号 

   兵庫県市町交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第289条の規定により、令和４年３月31日限り兵

庫県市町交通災害共済組合を解散することに伴う財産処分について協議するため、同

法第290条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和３年８月31日提出 

                          朝来市長 藤 岡  勇  

提案理由要旨 

 兵庫県市町交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について関係市町と協議を行う

ものです。 



   兵庫県市町交通災害共済組合の解散に伴う財産処分に係る協議書   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定に基づき、豊岡市、南あ
わじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、

播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町及び新温泉町は、

兵庫県市町交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について次のとおり定めることに

ついて協議する。     令和  年  月  日                          朝来市長 藤 岡  勇  
１ 設立基金について、関係市町へ分配する額は次のとおりとする。  ⑴ 豊 岡 市 １０７，８３６，６０４円  ⑵ 南あわじ市  ３９，４５３，３０３円  ⑶ 朝 来 市  ６３，１７４，６０９円  ⑷ 宍 粟 市  ５６，３０６，０２４円  ⑸ 淡 路 市  ３４，０５９，８３９円  ⑹ たつの市  ５５，９２４，８３０円  ⑺ 加 東 市  ５２，８９５，９４２円  ⑻ 猪名川町  ２６，０７４，５０４円  ⑼ 多 可 町  ３９，０７３，９５９円  ⑽ 稲 美 町  ４２，１７２，５４８円  ⑾ 播 磨 町  ３５，０３５，９５５円  ⑿ 市 川 町  ２４，８００，４６５円  ⒀ 福 崎 町  ３４，４８５，４４４円  ⒁ 神 河 町  ３０，１２７，００３円  ⒂ 太 子 町  ４３，２４３，０３７円  ⒃ 上 郡 町  ２８，４９９，２１８円  ⒄ 佐 用 町  ３７，４８０，０９９円  ⒅ 香 美 町  ４０，６８１，６９７円  ⒆ 新温泉町  ３５，６２８，４１０円 
２ 令和４年３月末における歳計現金については、前項各号に定める関係市町に均等
に分配する。 


